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よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時　
８
日
㈬
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限　
前
日
17
時
15
分

申
込
・
問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み
・
廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　
8
日
㈬

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

　
集
団
資
源
回
収
実
施
団
体
登
録

を
し
て
い
る
団
体
で
、令
和
４
年
度
下

半
期（
10
月
〜
3
月
）に
回
収
実
績
が

あ
る
場
合
は
報
告
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

提
出
書
類　
資
源
回
収
実
績
報
告
書

（
兼
口
座
振
替
依
頼
書
）、回
収
伝
票

提
出
期
限　
４
月
７
日
㈮

提
出
・
問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

（
市
役
所
3
階
）☎
72・3
1
2
6

　
令
和
２
年
度
に
配
布
し
た
３
年
保

存
版「
家
庭
ご
み
の
出
し
方
ガ
イ
ド
」

は
、変
更
箇
所
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、

令
和
５
年
度
も
引
き
続
き
ご
使
用
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

【
休
日
・
夜
間
交
付
】

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付・電
子
証

明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」が
届

い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。 

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の
こ
と

日
時　
①
11
日
㈯
9
時
〜
12
時

②
23
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

③
26
日
㈰
9
時
〜
12
時

場
所　

市
民
課（
市
役
所
1
階
1
番

窓
口
）

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　
19
日
㈰
10
時
〜
12
時

場
所　
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南

6・5
）

申
込
期
間　
1
日
㈬
〜
17
日
㈮

【
共
通
事
項
】

申
込
・
問
合
せ　
市
民
課

☎
72・3
1
6
5

　
4
月
1
日
現
在
の
登
録
状
況
に
基

づ
き
課
税
さ
れ
ま
す
。廃
車
や
譲
渡
、

定
置
場
を
変
更
し
た
場
合
な
ど
は
、

3
月
中
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

支
払
日　
10
日
㈮

※
昨
年
8
月
に
送
付
の
児
童
扶
養
手

当
現
況
届
を
未
提
出
の
方
に
は
支
払

い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
至
急
ご
連
絡

く
だ
さ
い

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

【
縦
覧
】

期
限　
4
月
7
日
㈮

場
所
　
①
環
境
課（
市
役
所
３
階
）

②
厚
田
支
所
市
民
福
祉
課（
厚
田
45・5
）

③
浜
益
支
所
市
民
福
祉
課（
浜
益
２・３
）

④
市
民
図
書
館（
花
川
北
7・1
）

　
※
月
曜
休
館

⑤
石
狩
振
興
局
環
境
生
活
課（
札
幌

市
中
央
区
北
３
西
７
）

意
見
の
提
出
方
法　
縦
覧
場
所
の
意

見
書
箱
へ
投
函
ま
た
は
期
限
ま
で
に

問
合
せ
先
へ
郵
送 

※
当
日
消
印
有
効

【
説
明
会
】

日
時　
①
23
日
㈭
18
時
〜
20
時

②
24
日
㈮
18
時
〜
20
時

③
25
日
㈯
14
時
〜
16
時

場
所

①
望
来
コ
ミ
セ
ン「
み
な
く
る
」（
望
来

27・7
）

②
花
川
北
コ
ミ
セ
ン（
花
川
北
３・２
）

③
浜
益
コ
ミ
セ
ン「
き
ら
り
」（
浜
益

6
3
0・1
）

【
共
通
事
項
】

問
合
せ　
関
西
電
力
㈱
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
事
業
本
部 

技
術
グ
ル
ー
プ

（ 　
　
　
　
　

 

大
阪
府
大
阪
市
北

区
中
之
島
３・6・16
）

☎
0
8
0・1
4
6
7・7
2
0
1

　

国
民
年
金
の
被
保
険
者
は
、職
業

な
ど
に
よ
り
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
ま
す
。就
職・転
職・退
職・結
婚
な

ど
で
加
入
す
る
グ
ル
ー
プ
が
変
わ
っ
た

ら
必
ず
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　
市
民
課（
市
役
所
1
階
8

番
窓
口
）☎
72・3
1
2
2

　

本
紙
2
月
号
21
ペ
ー
ジ「
市
役
所

ロ
ビ
ー
展・ロ
ビ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
」の
開

催
日
程
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。訂

正
し
、お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。そ
れ

に
伴
い
、申
込
期
限
を
延
長
し
ま
す
。

【
正
】6
月
〜
令
和
6
年
3
月 

※
8
月・1
月
〜
3
月
は
コ
ン
サ
ー
ト

の
み
実
施
可

申
込
期
限　
17
日
㈮

問
合
せ　
社
会
教
育
課

☎
72・3
1
7
3

　　

有
害
鳥
獣
の
駆
除
員
は
、オ
レ
ン

ジ
色
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
や
目
立
つ
服
装
で

白
の
腕
章
を
付
け
、求
め
に
応
じ
て

従
事
者
証
を
提
示
し
ま
す
。

対
象
鳥
獣　
ド
バ
ト
、キ
ジ
バ
ト
、ハ
シ

ボ
ソ
ガ
ラ
ス
、ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
、キ
ツ

ネ
、シ
カ
な
ど

期
間　
通
年

実
施
地
域　

五
の
沢
・
美
登
位
・
生

振
・
北
生
振
・八
幡
・
大
曲
・
志
美
・
高

岡・樽
川
地
区
、厚
田・浜
益
区
ほ
か

駆
除
方
法　
空
気
銃・散
弾
銃
な
ど

問
合
せ　
農
政
課
☎
72・3
1
6
4

ご
み
の
収
集
日

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

児
童
扶
養
手
当

資
源
回
収
の
実
績
報
告

市
長
室
開
放

家
庭
ご
み
の
出
し
方
ガ
イ
ド

継
続
使
用
の
お
願
い

軽
自
動
車
税
種
別
割
の

手
続
き

車種 手続き先

●原動機付自転車（125cc以下）
●小型特殊自動車（フォークリフトなど）

●三輪、四輪軽自動車
●二輪車（トレーラー）

税務課☎72・3119

札幌地区軽自動車協会
（札幌市北区新川5・20）
☎011・768・3955

札幌運輸支局
（札幌市東区北28東1）
☎050・5540・2001

●二輪軽自動車（125cc超250cc以下）
●二輪小型自動車（250cc超）

●普通自動車

※自動車税種別割については札幌道税事務所☎011・746・1190へ

　避難行動要支援者制度の名簿対象者として 新たに”該当となる
方へ、制度の概要と避難支援等関係者に対する平常時からの名簿
情報提供の意思確認をするための文書を3月中に送付します。
　提供に同意されない方は、不同意申出書（市HPからも入手可）
を提出してください。

平常時の名簿情報提供の意思確認
避難行動要支援者名簿

　すでに名簿に掲載されている方で、同意・不同意の意思を変更
する場合はご連絡ください。

※視覚障害・肢体不自由・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓
機能障害1級・2級、呼吸器機能障害・ぼうこうまたは直腸の機能障害・小
腸機能障害1級、聴覚障害2級

生活の基盤が市内の自宅にあり、次のいずれかに該当する方

●要介護認定２～５　
●精神障害者保健福祉手帳１級･2級
●難病患者で身体障害者手帳1級･2級　
●従来の災害時要援護者名簿に登録されている方

●身体障害者手帳※　●療育手帳A判定

避難行動要支援者名簿の対象者

■ 危機対策課☎72・3190問

"

お知らせ
■所 市役所

りんくる

市役所からの

（花川北6・1・30・2）

（花川北6・1・41・1）

1月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

市民の声を
活かす条例 審議会のうごき

　公開される審議会などの開催予定は、あい・ボードや

市ＨＰなどで、都度お知らせしています。議事録は市情

報公開コーナー（市役所1階）と市ＨＰで閲覧できます。

開催日 名称（担当課） 主な議題
公開
区分

傍聴
者数

石狩浜海浜植物保護
センター運営委員会
（石狩浜海浜植物保護
センター）

16
公
開

公
開

0

２

令和5年度事業計画（案）

非
公
開

非
公
開

障害者総合支援
認定審査会
（障がい福祉課）

障害者総合支援法に基
づく介護給付等申請者
の障害支援区分の審査

介護認定審査会
（高齢者支援課）

要介護、要支援の審査・
判定（1月中7回開催）

浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課）

23
高齢者に優しいまちづ
くりについて

公
開 0

厚田区地域協議会
（厚田支所地域振興課）

26 第9期厚田区地域協議
会の運営について

雪解け時期の公園は遊具付近が空洞化し、落下などの事故の恐れがあります。また、道路には穴（ポットホール）や段差が発生する
場合がありますので、ご注意ください。（都市整備課 公園について☎72･3671、道路について☎72･6122）INFO PLUS

インフォプラス

地域公共交通
活性化協議会
（企画課）

地域公共交通確保維持
改善事業の自己評価に
ついて

書
面
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安全対
策には

万全を
期して

います
が、

事故防
止のた

めご注
意

くださ
い!

時
間
外
納
付
・
相
談
窓
口

開
設
窓
口

※上下水道料金と時間外の窓口では石狩ハイスタンプ
　 会が発行するハイスタンプ券での納付はできません

※上記日時以外の相談は各課窓口へ
※厚田・浜益支所では時間外の窓口を開設し
　 ていません

平日8時45分～17時15分

石狩ハイスタンプ券での納付

納
期
限

上下水道料金（2月分）10㈮

後期高齢者医療保険料（第9期）

国民健康保険税（第10期）

介護保険料（第10期）

市営住宅使用料（3月分）

31㈮

26㈰10時～15時  ※上下水道料金除く

23㈭17時15分～20時

●市税と国民健康保険税

●後期高齢者医療保険料

納税課（市役所1階15番窓口）

☎72・3118

●上下水道料金

水道営業課（市役所2階8番窓口）

☎72・3133

開
設
日
時

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時　
８
日
㈬
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限　
前
日
17
時
15
分

申
込
・
問
合
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広
聴・市
民
生
活
課
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72・3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み
・
廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　
8
日
㈬

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

　
集
団
資
源
回
収
実
施
団
体
登
録

を
し
て
い
る
団
体
で
、令
和
４
年
度
下

半
期（
10
月
〜
3
月
）に
回
収
実
績
が

あ
る
場
合
は
報
告
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

提
出
書
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資
源
回
収
実
績
報
告
書

（
兼
口
座
振
替
依
頼
書
）、回
収
伝
票

提
出
期
限　
４
月
７
日
㈮

提
出
・
問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

（
市
役
所
3
階
）☎
72・3
1
2
6

　
令
和
２
年
度
に
配
布
し
た
３
年
保

存
版「
家
庭
ご
み
の
出
し
方
ガ
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」

は
、変
更
箇
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が
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と
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、

令
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５
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だ
さ
い
。

問
合
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ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
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1
2
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休
日
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夜
間
交
付
】
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個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付・電
子
証

明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
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い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
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※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の
こ
と

日
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日
㈯
9
時
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時
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日
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時

③
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付
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。
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①
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②
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③
浜
益
支
所
市
民
福
祉
課（
浜
益
２・３
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７
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①
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②
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る
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プ
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ず
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し
ょ
う
。

問
合
せ　
市
民
課（
市
役
所
1
階
8

番
窓
口
）☎
72・3
1
2
2

　

本
紙
2
月
号
21
ペ
ー
ジ「
市
役
所

ロ
ビ
ー
展・ロ
ビ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
」の
開

催
日
程
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。訂

正
し
、お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。そ
れ

に
伴
い
、申
込
期
限
を
延
長
し
ま
す
。

【
正
】6
月
〜
令
和
6
年
3
月 

※
8
月・1
月
〜
3
月
は
コ
ン
サ
ー
ト

の
み
実
施
可

申
込
期
限　
17
日
㈮

問
合
せ　
社
会
教
育
課

☎
72・3
1
7
3

　　

有
害
鳥
獣
の
駆
除
員
は
、オ
レ
ン

ジ
色
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
や
目
立
つ
服
装
で

白
の
腕
章
を
付
け
、求
め
に
応
じ
て

従
事
者
証
を
提
示
し
ま
す
。

対
象
鳥
獣　
ド
バ
ト
、キ
ジ
バ
ト
、ハ
シ

ボ
ソ
ガ
ラ
ス
、ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
、キ
ツ

ネ
、シ
カ
な
ど

期
間　
通
年

実
施
地
域　

五
の
沢
・
美
登
位
・
生

振
・
北
生
振
・八
幡
・
大
曲
・
志
美
・
高

岡・樽
川
地
区
、厚
田・浜
益
区
ほ
か

駆
除
方
法　
空
気
銃・散
弾
銃
な
ど

問
合
せ　
農
政
課
☎
72・3
1
6
4

国
民
年
金
の
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

平成7年3月にオウム真理教による「地下鉄サリン事件」が発生しました。警察では教団の一連の凶悪事件に対する記憶の風化を防止　
するため、教団の現状などについて情報発信しています。（札幌方面北警察署☎011･727･0110）INFO PLUS

インフォプラス

（
仮
称
）石
狩
市
沖
洋
上
風
力
発
電

事
業
の
計
画
段
階
環
境
配
慮
書

市
役
所
ロ
ビ
ー
展
・

ロ
ビ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
の
訂
正

農
業
被
害
を
防
ぐ
た
め
の

有
害
鳥
獣
の
駆
除

〒
530-8270

厚生年金、共済組合の加入を　
辞めた（退職など）

厚生年金・共済組合加入の配偶
者に扶養されることになった

①第3号被保険者が配偶者の
扶養からはずれた（パート
収入の増加や離婚など）

②第3号被保険者の配偶者が
厚生年金・共済組合の加入
を辞めた（退職など）

●第1号被保険者
　自営業者、農林漁業者、
　学生、無職の方など

●第２号被保険者
厚生年金、各種共済組合
の加入者（会社員や公務
員など）

●第３号被保険者
第２号被保険者に扶養
されている配偶者

届出が必要なとき グループの変更 手続き先

2号→1号 市民課

配偶者の
勤務先事業所

市民課3号→1号

1号→3号
2号→3号

国民年金の被保険者
3つのグループ

（20歳以上60歳未満の方）


